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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ｇ０８Ｇ    1/09     　　　Ｆ
   Ｇ０８Ｇ    1/09     　　　Ｈ
   Ｇ０８Ｇ    1/16     　　　Ｄ
   Ｇ０８Ｇ    1/09     　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｗ    4/04     １１１　
   Ｈ０４Ｗ    8/00     １１０　

【手続補正書】
【提出日】平成30年11月20日(2018.11.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体に搭載された通信装置であって、
　予め設定した通信条件に基づき特定移動体との通信が可能な他の通信装置から得られる
記録情報を記録するサーバに対して、前記通信装置自身の位置に基づく前記記録情報の取
得要求を行い、要求した前記記録情報を前記サーバから受信する通信部と、
　受信された前記記録情報に基づいて、所定のサービスの提供をすべきか否かを判定する
判定部と、
　前記所定のサービスの提供をすべき場合、前記所定のサービスの提供に応じた処理を行
う処理部とを、備え、
　前記記録情報を前記他の通信装置から前記サーバを介して取得することを特徴とする通
信装置。
【請求項２】
　前記予め設定した通信条件とは、Ｖ２Ｘに関するＶ２Ｘ情報の通信を行うことであるこ
とを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　前記記録情報には、路側機から得られる路側機情報と、移動体から得られる移動体情報
と、緊急情報通知システムから得られる緊急情報との少なくとも１つが含まれることを特
徴とする請求項１または２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記通信部は、前記他の通信装置と直接通信する特定通信手段を非搭載であることを特
徴とする請求項１乃至３のうちいずれか１つに記載の通信装置。
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【請求項５】
　移動体に搭載された通信装置に実行させるための通信プログラムであって、
　予め設定した通信条件に基づき特定移動体との通信が可能な他の通信装置から得られる
記録情報を記録するサーバに対して、前記通信装置自身の位置に基づく前記記録情報の取
得要求を行い、要求した前記記録情報を前記サーバから受信するステップと、
　受信された前記記録情報に基づいて、所定のサービスの提供をすべきか否かを判定する
ステップと、
　前記所定のサービスの提供をすべき場合、前記所定のサービスの提供に応じた処理を行
うステップとを、前記通信装置に実行させ、
　前記記録情報を前記他の通信装置から前記サーバを介して取得することを特徴とする通
信プログラム。
【請求項６】
　移動体に搭載された通信装置に実行させるための通信プログラムを記録した記録媒体で
あって、
　予め設定した通信条件に基づき特定移動体との通信が可能な他の通信装置から得られる
記録情報を記録するサーバに対して、前記通信装置自身の位置に基づく前記記録情報の取
得要求を行い、要求した前記記録情報を前記サーバから受信するステップと、
　受信された前記記録情報に基づいて、所定のサービスの提供をすべきか否かを判定する
ステップと、
　前記所定のサービスの提供をすべき場合、前記所定のサービスの提供に応じた処理を行
うステップとを、前記通信装置に実行させ、
　前記記録情報を前記他の通信装置から前記サーバを介して取得することを特徴とする通
信プログラムを記録した記録媒体。
【請求項７】
　移動体に搭載された通信装置と、予め設定した通信条件に基づき特定移動体との通信が
可能な他の通信装置から得られる記録情報を記録するサーバと、を備える通信システムで
あって、
　前記サーバが、
　前記通信装置自身の位置に基づく前記記録情報の取得要求に応じて、前記記録情報を前
記通信装置へ送信し、
　前記通信装置が、
　受信された前記記録情報に基づいて、所定のサービスの提供をすべきか否かを判定し、
　前記所定のサービスの提供をすべき場合、前記所定のサービスの提供に応じた処理を行
うもので、
　前記記録情報を前記他の通信装置から前記サーバを介して取得することを特徴とする通
信システム。
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